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第 1章  総 則 

 

１ 目的 

この基準は、消防用設備等に係る届出の審査又は検査に必要な事項を定めるとともに、防火対象物の 

安全性向上に寄与することを目的とする。 

 

２ 運用上の留意事項 

（１）この基準には、防火に関する規定の運用解釈、取扱いなどの法令基準に基づくものに加え、消防機

関として有する火災等の災害に係る知見及び消防用設備等に係る技術的背景等から、防火対象物の

用途特性に応じた安全対策を向上するために各務原市消防本部が附加した行政指導事項も含まれて

いる。 

（２）指導事項については、防火対象物の関係者（所有者、管理者及び占有者）、設計者及び施工者等（以

下「関係者等」という。）に義務を課すものではなく、あくまで相手方の任意の協力によって実現さ

れるものであることを前提としなければならない。 

（３）当該事項に係る行政指導については、指導経過等を明確に記録する等、事務処理上の不均衡を生じ

ないような配意が必要である。 

 

３ 用語例 

（１）法とは、消防法（昭和２３年法律第１８６号）をいう。 

（２）令とは、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）をいう。 

（３）規則とは、消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）をいう。 

（４）建基法とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）をいう。 

（５）建基令とは、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）をいう。 

（６）電設基準とは、電気設備に関する技術基準を定める省令をいう。 

（７）ＪＩＳとは、日本産業規格をいう。 

（８）検定協会とは、日本消防検定協会をいう。 

（９）安全センターとは、財団法人日本消防設備安全センターをいう。 

（10）防災センター等とは、消防法施行規則第１２条第１項第８号に規定する防災センターをいう。 

（11）耐火構造 建築基準法第２条第７号に規定するものをいう。 

（12）準耐火構造 建築基準法第２条第７号の２に規定するものをいう。 

（13）防火構造 建築基準法第２条第８号に規定するものをいう。 

（14）不燃材料 建築基準法第２条第９号に規定するものをいう。 

（15）準不燃材料 建築基準法施行令第１条第５号に規定するものをいう。 

（16）難燃材料 建築基準法施行令第１条第６号に規定するものをいう。 

（17）防火設備 建築基準法第２条第９号の２ロに規定するものをいう。 

（18）特定防火設備 建築基準法施行令第１１２条第１項に規定するものをいう。 

（19）防火戸 建築基準法第２条第９号の２ロに規定するものをいう 


